
6第 章 執行体制の強化

１　沿岸公所への職員シフト
　平成 23 年度における体制整備は、津波被害の甚大であった沿岸広域振興局宮古農林振興センター
及び大船渡農林振興センターの農業農村整備部門の技術者（以下、「技術職員」という。）の増員に
よる充実を図ることを中心に行った。
　この未曾有の大災害で、県営事業で実施することとなった宮古・大船渡管内における農地・農業
用施設の災害査定・工事着手を円滑に進めるとともに、農地海岸堤防が全壊を含めて甚大な被害を
受けており、早急に機能を回復する必要があることから、年度途中の平成 23 年６月に宮古及び大
船渡農林振興センターに特命課長（農地災害復旧対策）の新設と職員の増員を行ったほか、８月に
は内陸部の農村整備室等からの異動など、執行体制を強化した。
　これにより、職員数は宮古農林振興センターでは３名から６名に、大船渡農林振興センターでは
5名から 9名となった。

２　全国からの職員派遣
　県では、発災直後から農林水産省へ職員派遣の要請を行い、平成 23 年５月から農林水産省及び
各都道府県と派遣期間や人員等について、具体的な調整を進めた。
　農村整備部門では、農林水産省農村振興局が中心となり、被災県における技術系職員の要望人数

第１節　平成23年度の執行体制（災害査定～工事発注）

　平成23年～25年までに全国から225名の職員を派遣して頂いたほか、県の沿岸公所は農村整
備室や課長ポストの新設など、執行体制を強化した。
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を把握し、各地方農政局を通じ要望を満たすよう派遣職員を確保するなど、専門分野の繋がりを活
かしたきめ細かな対応が行われた。

　その結果、平成 23 年度は査定設計書の作成や災害復旧事業の工事発注を行うため、派遣職員は「災
害復旧応援隊」として、内陸部の一関市と沿岸部の宮古農林振興センター、大船渡農林振興センター
に配置された。
　災害復旧応援隊第１陣は、中国四国農政局３名、九州農政局３名、滋賀県２名の合計８名であり、
活動開始式が平成 23 年６月 20 日に岩手県庁で行われ、東大野農林水産部長が活動開始（キックオ
フ）を宣言した。

　その後、各地方農政局や道府県から、2月 28 日までに延べ 151 名の職員を派遣して頂いた。
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　派遣職員の受入に当たっては、本県での業務を円滑に行えるよう、業務内容のほか、勤務地まで
の交通や宿舎の状況などをまとめた「派遣応援職員業務マニュアル（沿岸編、一関編）」を作成し、
不慣れな土地での不安解消に努めた。また、災害復旧応援隊は第 22 陣まで編成されたが、県幹部
職員が毎月応援隊の激励を行った。

３　全県挙げての災害査定支援
　災害査定は、平成 23 年 5 月 20 日から 12 月 22 日までの期間、１週間を単位として 23 次、計 51
班の体制で行われ、査定班に随行する県立会は 51 名が必要であったが、県本庁のみでは対応しき
れないことから、内陸部の県出先機関から職員を動員して行った。また、盛岡）農村整備室が補助
率増嵩申請の書類作成などの支援を行った。
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４　農林水産省職員の現地駐在
　政府は災害対策基本法に基づき「緊急災害対策本部（本部長：内閣総理大臣）」を設置し、平成
23 年 3 月 12 日に宮城県に緊急災害現地対策本部（本部長：内閣府副大臣）、岩手県と福島県には
それぞれ現地連絡対策室を設置した。
　農林水産省では、岩手県庁舎内に設置した現地連絡対策室に３月 12 日から９月２日までの間、
延べ約 450 人を派遣した。
　また、営農活動に関する支援に対応するため、本省、農政局、農政事務所（現在の地域センター）
の職員で構成する「現地支援チーム」を編成し、職員が市町村へ定期的に訪問するなど、津波被害
地域の営農再開に向けた活動を行った。
　県内では、「現地支援チーム」の事務所を大船渡市内に設け、平成 23 年６月１日から平成 24 年
３月 27 日までの間、延べ 900 人ほどが従事した。

１　内陸公所との横軸連携
　県では、発災以降、仮設住宅の建設など応急的な対応に全力を尽くしてきたが、平成 24 年度は「復
興元年」として、復興の取組をオール岩手で取り組んでいくこととした。
　平成 24 年度は、農用地災害関連区画整理事業の土地改良法手続きや用地・換地業務を迅速に進
めるため、大船渡農林振興センターに遠野農林振興センターの事務職員 2名を、また、9月からは
技術職員 2名を兼務発令とした。
　これにより、大船渡農林振興センターでは、技術職員が平成 23 年度末の 9名から 11 名に、用地・
換地担当職員は、同じく 1名から 3名となった。
　さらに、実施設計書の作成が重なる発注時期には、内陸部の県南）農村整備室、北上農村整備セ
ンター、遠野農林振興センターが設計積算業務を支援し、また、盛岡）農村整備室が換地業務を支
援した。

第２節　平成24年度「復興元年」の執行体制（復旧工事の本格化）
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　なお、大船渡農林振興センターでは職員が大幅に増員となったことから、平成 24 年 6 月 1 日か
ら農村整備課災害復旧チームが、執務室を大船渡地区合同庁舎の近くに新設された仮設分庁舎に移
動した。

　また、沿岸部への支援による影響を緩和するため、県南）農村整備室と一関農村整備センターに
は、現場技術業務委託により岩手県土地改良事業団体連合会から各１名の職員が駐在した。

２　地方自治法に基づく職員の長期派遣
　平成 24 年度は、原形復旧工事のほかほ場整備の換地業務や発注業務、農地海岸保全施設の実施
設計が本格化するため、設計積算から工事監督までの一連の業務や用地買収及び換地業務など職員
が継続して担当することが効率的であることから、農林水産省や全国知事会を通じて、各県等に通
年や半年など長期での職員派遣を要請した。
　平成 24 年 3 月に農林水産省から派遣職員の調整結果が通知され、県は、地方自治法第 252 条の
17 の規定に基づく派遣される職員の身分取扱い等について、派遣元道府県と「派遣職員の取扱い
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に関する協定書」を締結した。
　宮古農林振興センターと大船渡農林振興センターに、２カ月～１年間の長期派遣職員とし
て、常時 19 名を配置した。
　また、本庁農村計画課には、奈良県からの派遣職員を１名配置した。
　

147



第 章 執行体制の強化6

　新年度がはじまる４月２日に「応援派遣職員激励式」が行われ、達増知事は「日本の地方自治の歴
史の中で、これほどの大規模な自治体連携はなかったと思う。日本の地方自治が新しい段階へと進化
を遂げていく中での支援に感謝する。被災地はまだまだ大変だが、行政がフルセットで被災地・被災
者に寄り添い、自治体の枠を越えた大きな連携の下、共に復興を成し遂げられるよう、私どもと一緒
に進めてほしい。」と激励した。
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　本県での業務に先立ち、４月 10 日～ 12 日にかけて派遣職員を対象として「農地等災害復旧対策
に係る実務研修会」を開催し、本県の復旧への取組状況や復旧工事の実務等について理解を深める
ほか、積算システムや水土里情報システム、ＣＡＤの研修することで、円滑に業務を進められるよ
う支援した。

トピックス　派遣職員のみなさんの休日の過ごし方
　派遣職員の方々は、復旧支援業務の合間を縫って相互に交流を深め、県内の観光やイベント
への参加など、公私ともども多忙な日々を過ごしていました。

　奈良県から派遣され、大船渡農林振興センターに配属された上山貴士さんは、IBCテレビ（岩
手放送）の「じゃじゃじゃ TV」“特集　ことしの春、見つけた”に出演し、津波で流された
田んぼの復旧など、岩手のために尽くしたと放送され、「復興応援から一年間という長期勤務
を終え、岩手から去ってしまう。他にも多くの県外職員が派遣され岩手の復興に携わってくれ
た。」と紹介されました。
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１　農村整備室の新設
　県では、平成 25 年を「復興加速年」として、基盤復興を加速し未来につながる事業を展開して
いくこととした。
　平成 25 年度は、農地海岸保全施設事業及び農地災害復旧関連区画整理事業の工事が本格化する
ため、宮古農林振興センターでは農地復旧課を新設するとともに、農政推進課に用地換地グループ
を立ち上げるなど職員を 2名増員し、また、8月には技術職員 1名を増員し執行体制を強化した。
　大船渡農林振興センターでは、農村整備室を新設したほか、農村整備課と農地復旧課をそれぞれ
２チームとして執行体制を強化するとともに、合同庁舎と分庁舎に分かれていた執務室を同一庁舎
内に配置した。さらに、大船渡農林振興センターの負担軽減のため、釜石市及び住田町で実施して
いる農用地災害復旧関連区画整理事業と農道整備事業の２地区を遠野農林振興センターが担当し
た。

第３節　平成25年度「復興加速年」の執行体制（ほ場整備工事の本格化）
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　それでもなお不足するマンパワーを補うため、大船渡農林振興センターと宮古農林振興センター
には、現場技術業務委託により岩手県土地改良事業団体連合会からそれぞれ２名ずつの職員が駐在
した。

２　地方自治法に基づく職員の長期派遣
　平成 24 年度と同様に、農林水産省や全国知事会を通じ各県等に長期間の職員派遣を要請した。
その結果、前年度を上回る常時 22 名を派遣いただけることとなり、宮古農林振興センターに７名
と大船渡農林振興センターに 15 名を配置した。このうち、通年派遣が 16 名と前年度から倍増した。
　また、本庁農村計画課には、前年度から引き続き、奈良県からの派遣職員を１名配置した。
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　宮古農林振興センターと大船渡農林振興センターでは、技術課題の検討と相互の情報共有を行う
「技術研修会」を、7月 23 日～ 24 日に宮古、9月 12 日～ 13 日に大船渡で開催し、施工業者や建設
資材の確保対策について、活発に意見交換を行った。
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　また、県では雪道に慣れていない派遣職員を対象に、「冬道安全運転講習会（県総務部主催）」を
11 月に開催し、自動車教習所のコースを利用した冬道の疑似体験を行い、本格的な冬に備えた。

トピックス　派遣職員の提言を活かした執務環境の改善
１　執務環境の改善
①　交代時期の調整
　8月までは、派遣された各班が同時期に交代していたが、引継ぎが十分に行われないとし
て、交代時期が重ならないよう提案があった。これを受けて、9月以降は、交代時期を１
週間ずらし、引継ぎを行えるよう調整した。

②　派遣期間の延長
　当初、派遣期間が２週間であったが、派遣職員の約 6割が「期間がより長い方が良かった。」
という意見であり、また、3週間以上の派遣を望む声が多かったことから、9月以降は派
遣期間を 3週間に変更した。

③　執務室の拡張
　平成 23年度は、会議室等を執務室として利用していたため、「手狭で図面を開くスペー
スがない。」、また、「岩手県の職員と別室での勤務となるため連携が取りにくい。」といっ
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た意見があったことから、宮古農林振興センターでは同一執務室内に、また、大船渡農
林振興センターでは、平成 24年 6月に分庁舎を新設し広い執務室を確保したほか、平成
25年度には、合同庁舎に業務スペースを設けて一層の業務の効率化を図った。

２　生活環境の改善
①　相部屋の解消
　大船渡農林振興センターでは、平成 23年 6月時点では派遣職員の宿舎を確保することが
困難な状況であった。このため、３名が民宿の 6畳１間に宿泊せざるを得ない状況だっ
たこともあり、「いびきで寝不足気味になった」「1部屋に３人は少々狭かった」「夏季な
のに、部屋に冷蔵庫がないのは厳しい」など改善を要望する意見が複数あった。

　　これを受け、宿泊施設の営業再開とともに、６畳3人相部屋から、コテージに3人相部屋、
ビジネスホテルの個室、と改善し宿舎の満足度が向上していった。平成 24年度には仮設
公舎が建設されたことから、より一層満足度が向上し８割以上の方が「困ったことがな
かった」という意見であった。

　　宮古農林振興センターと一関農村整備センターの派遣職員は、当初からビジネスホテル
の個室に宿泊することができ、平成 24年度からは宮古農林振興センターの派遣職員は仮
設住宅に宿泊することができた。
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コラム　東日本大震災津波により被災した農地等の復旧取組状況
　　　　　　　　　　　　　～多くの人に助けられここまできました～

岩手県沿岸広域振興局農林部　大船渡農林振興センター　小野寺 忠夫
１　災害復旧にかかる応援状況
　大船渡農林振興センター農村整備課には全国７府県から 12名の NN職員を派遣いただき、
農地・農業用施設及び農地海岸保全施設の災害復旧と、今回の災害を機に実施するほ場整備の
事務業務に従事いただいています。派遣期間は 3ヶ月、6ヶ月及び 1年と府県により様々で、
交代が行われながら今年度１年応援いただき、その総人数は 27名に上りました。
　年度当初の２ヶ月間は執務室のみならず宿舎の確保もままならず、派遣職員のみなさんには
公私両面において不便をおかけしましたが、６月には分庁舎が大船渡合庁本庁舎北側に新たに
整備され、更には個室の宿舎も整備され、いよいよ安心して仕事、生活ができる環境が整った
ところです。
２　復旧工事現場で
　12名の派遣職員は、工事担当として特命チームがある分庁舎に 10名、換地担当として農
村整備課がある本庁舎に２名、と 2カ所に分かれての執務となっています。
　分庁舎の 10名は、派遣職員全体を総括する主任主査のもと本県職員とチームを組み、昨年
度末に発注した農地・農業用施設の復旧工事を派遣職員１名で、１工事ないし２工事担当して
います。
　工事は大まかに、①農地所有者を特定し現地立会いの案内状を送付　→　②現地にて復旧方
法等を説明　→　③復旧意思確認のための工事同意書を徴集　→　④復旧工事着手　の順に進
められます。特にも、②は農地１筆ずつの確認となることから時間と労力を費やすこととなり
ますが、③の同意書をいただくためには不可欠な作業で、派遣職員のみなさんには平日の日中
に会えない就業者への説明のため、時には夜や土日も現地を駆け回っていただいています。

　年度序盤は農地・農業用施設の復旧にかかる対応が業務の主体でしたが（その間も国への計
画変更の手続きや市町復興計画との調整等を行いながら）、農地海岸保全施設や農業用基幹施
設の復旧に向けた作業が徐々に増え始め、夏以降はそれらについてもお願いせざるを得ない状
況となりました。そのため、海岸堤防の設計書作成を内陸部の農村整備公所に依頼するなど業
務量の偏りを避けるための方策を講じ、なんとかH24の暑い夏を乗り切ることができました。
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３　岩手に溶け込んでいます
　派遣職員のみなさんには、平日は職場で目一杯働い
ていただき、アフター５や休日は活動の場を変え、地
域の復興、活性化に貢献いただいています。
　昔の長屋暮らしを彷彿させる宿舎住まいということ
もあり、気楽に声を掛け合い、チームワークよろしく
管内はもちろん県内外のイベントへも足を運ぶなど、
全員が凄まじく行動力のある人達です。
　夏は、安比を始めとして各地で行われたマラソン、ス
トリートバスケット大会等々に参加し、冬はフットサル、
バドミントン等々の大会へ参加を予定しているとのこと
です。その合間に、トランペット片手に内陸の楽団に通っ
た人、県内の山々を制覇した人、史跡巡りで県内を歩い
た人もいます。
　執務室では、関西弁や四国弁など東京より西の言葉が多く飛び交っています。（学生時代を
岩手で過ごした方もいますが、）派遣職員のほとんどが岩手は初めてということもあり、現場
説明会等では農家から返ってくる生の岩手弁（というかケセン語？）には苦慮したようです。
そのため、着任当初は本県職員とのセット行動がほぼ必須でしたが、その後は言葉、風土にも
慣れ、単独での現場対応をお願いする場面も多くなりました。持ち前の行動力で仮設住宅まで
訪問し、工事同意をいただいてくる強者もいました。
４　多くの人に支えられて
　３ヶ月に１回派遣職員の交代が行われ、６月は 4名、10月は半数を超える７名の大規模な
交代が行われました。いずれも、派遣期間内の業務管理を適切に行っていただき、また、下半
期に向けた段取りをしていただいての交代でした。
　前述のとおり、今年度は 27名の派遣職員の応援をいただく予定です。27名の中には、昨
年の災害査定でも応援いただいた方もいます。　
　岩手の復興のため、遠方より単身、決意をもって長期派遣に応じていただいたみなさんには
感謝の念でいっぱいです。
　この１年、多くの協議や調整をこつこつ、そして一つひとつ着実に処理いただき、被災した
農地も、ほ場整備やまちづくりとの調整区域以外のそのほとんどで、もとの姿に戻りつつあり
ます。
　最後に、震災直後に当センター農村整備課所管の ( 北から ) 大槌町、釜石市、大船渡市及び
陸前高田市の農地・農業用施設、農地海岸保全施設の被災状況を調査したＮＳＳ隊 48名、査
定設計書づくりや査定現場での補助、さらには補助率増高の資料づくりや発注設計書づくりに
昨年度他県から応援いただいた 69名、そして今年度の 27名、とこれまで 140名を超える多
くの方々に支援をいただきここまで来られたこと、深く感謝いたします。

（出典：農村振興いわて　2013.1 号）
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